
＜商品概要説明書＞ 

通知預金                                   ㈱徳島銀行 1

通 知 預 金 

(平成２３年４月１日現在) 
＊特色、重要事項、その他 

１．預入日より７日間据え置けば、いつでもお引き出しが可能な便利な預金です。 

    お引き出しには２日前までに通知が必要です。（商品概要「５．払戻方法」参照…解約制限） 

２．預金保険制度の対象となります。万一金融機関が破綻した場合、決済用預金を除く当行預入 

  の他の保護対象預金と合算して、１金融機関につき、預金者１人あたり、元本合計1,000万円 

  までとその利息等が保護されます。（くわしくは窓口までお問い合わせください。） 

３．取扱い規定…「通知預金規定」を適用します。 

＊商品概要 

１．商品名 ・通知預金 

２．ご利用いただける方 ・法人および個人 

３．預入期間 ・制限なし (ただし､7 日間の据置期間が必要です。) 
４．預入方法 

（１）預入方法 

（２）預入金額 

（３）預入単位 

 

・一括預入 

・30,000 円以上 

・1 円単位 

５．払戻方法 ・解約時に一括して払い戻します(ただし､解約する日の 2 日前までに通知が
必要です。) 

６．利息 

（１）適用利率 

（２）利払頻度 

（３）計算方法 

 

・毎日の店頭表示の利率を適用します。 

・解約時に一括して支払います。 

・付利単位を 1,000 円とした 1 年を 365 日とする日割計算です。 

７．手数料  新規預入・払い戻し時の手数料は不要です。通帳・証書の再発行は当行 

 所定の手数料が必要です。 

８．税区分 ・個人のお客さま・・・分離課税（国税１５％および地方税５％、合計２０％）

 ただし、マル優ご利用の場合は非課税です。 

・法人のお客さま・・・総合課税（非課税法人の場合は非課税）となります。 

９．付加できる特約 

  事項 

 

・個人の方はマル優の取扱いができます。 

 ただし、平成１８年１月１日のマル優の制度改定により、マル優の対象 

 者は障害者等の方のみとなります。 

 （くわしくは窓口までお問い合わせください。） 

１０．中途解約時の  
      取扱い 

・ 据置期間内に解約する場合は､解約日における普通預金利率により計算 

  した利息により払い戻します。 

１１．その他参考と 

    なる事項 

 －  

１２．当行のお問い合

      わせ、ご相談、
      要望・苦情の 
      受付窓口 

徳島銀行お客さま相談室 

フリーダイヤル：0120-87-1090 

受付時間：平日(銀行営業日)9時～17時 

１３．一般社団法人  
     全国銀行協会の  
     苦情対応および  
     紛争解決の 
      受付窓口 

一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 

電話番号：0570-017109 または 03-5252-3772 

受付時間：平日(銀行営業日)9時～17時 

 


